
2019年 7月 10日 

各  位 

株式会社 みなと銀行 

 

「働き方改革セミナー」の開催について 

 

 関西みらいフィナンシャルグループの みなと銀行(頭取 服部 博明)は、7 月 26 日（金）、神戸商

工会議所において、掲題セミナーを開催することといたしましたので、お知らせします。 
 
 2019年 4月から、「働き方改革」関連法が順次施行され、各企業では、改正法に対応した就業規則

や賃金規定の見直しが必要となっています。また人手不足が深刻さを増す中、多くの企業には、就労

環境の整備等を通じて自社の魅力を高め、人材の定着化を図る取組みが重要な課題となっています。 
 
 そこで本セミナーは、「働き方改革」関連法の概要や人材確保への具体策（支援策）等をお知らせ

することを目的に、地域事情に詳しい神戸商工会議所や、労務環境に精通した兵庫労働局、兵庫働き

方改革推進支援センターと連携して開催するものです。 

 同様のセミナーについては、6 月に明石市と加西市で各商工会議所などと連携して開催しており、

今回が 3回目の取り組みとなります。 
 
 みなと銀行は、今後も地域の皆さまへの様々な金融・情報サービスの提供を通じて、地域経済の活

性化に貢献してまいります。 

 

記 

 

■セミナーの概要 

日 時 2019年 7月 26日（金） 14時 00分～16時 30分 

場 所 神戸商工会議所 会議室（神戸市中央区港島中町 6-1） 

内 容 

第 1部 : 働き方改革の概要と対応・人材の採用と定着率の向上・助成金の活用 

＜兵庫働き方改革推進支援センター アドバイザー 北井 一行 氏＞ 

第 2部 : 関連法が企業に与える影響・生産性向上の具体例 

＜みそら税理士法人 公認会計士・税理士 廣岡 隆成 氏＞ 

定 員 50名 （申込順） 

申込先 

みなと銀行地域戦略部宛に、ＴＥＬ・ＦＡＸ・Ｅ-mail いずれかにて申込み 

 ＴＥＬ ： 078-333-3235 

 ＦＡＸ ： 078-331-8331 

 Ｅ-MAIL ： chiiki@minatobk.co.jp 

主 催 株式会社 みなと銀行 

共 催 神戸商工会議所、兵庫労働局、兵庫働き方改革推進支援センター 

以 上 

     

 



貴社名 （社員数：    名） 

住所 
〒 

部課・ 
お役職 

フリガナ 参加者人数 ※複数名で 

ご参加の場合は記入ください。 

参加者 
氏名 

 

名 

TEL E-mail                 ＠ 

働 き 方 改 革 セ ミ ナ ー 
経営者様、人事･総務ご責任者様向け  

※７月１９日（金）までにお申込みください。 
※お申込期日までにセミナー定員を超過する場合は受付を 

 終了させて頂きます。 

【申込/お問合せ】 
     みなと銀行    地域戦略部(担当：木坂）    神戸市中央区三宮町２－１－１  ＴＥＬ：０７８－３３３－３２３５ 

                                                                       ＦＡＸ：０７８－３３１－８３３１ 

                                              E-mail： chiiki@minatobk.co.jp       

日 時 

会 場 

定 員 

費 用 

申 込 

2019年７月２６ 日（金） 
  14：00～16：30 

神戸商工会議所 会議室 
（神戸市中央区港島中町６－１） 

50名 

無料 

FAX・お電話・E-mailよりお申込みください 

主 催 みなと銀行 

第

一

部 

第

二

部 

１４：００～１５：１０ 

 

１． 働き方改革の概要と対応 
２． 人材の採用と定着率の向上 
３． 助成金の活用 

 
講師：兵庫働き方改革推進支援センター 

       アドバイザー  北井 一行 氏  
                           (特定社会保険労務士） 

１５：２０～１６：２０ 
 

１． 関連法案が企業に与える影響 
２． 生産性向上の具体例 
    
 
講師：みそら税理士法人 

   公認会計士・税理士 廣岡 隆成 氏 

【法人情報】 
 ●所在地 
 ≪姫路≫ 姫路市豊沢町 186 
 ≪神戸≫ 神戸市中央区播磨町 49 
                神戸旧居留地平和ビル 5階 
 ●スタッフ 25名 
   （公認会計士：1名、税理士：3名、社会保険労務士：1名） 

【講師プロフィール】 
 監査法人トーマツ、㈱アクセンチュア、㈱企業再生 
 支援機構を経て、2014年みそら税理士法人に参画 

共 催 
神戸商工会議所・兵庫労働局 
兵庫働き方改革推進支援センター 

【事業所情報】 
兵庫働き方改革推進支援センターは、長時間労働の 
見直しや人手不足の解消、生産性向上に向けた取組み 
への支援を行う機関。兵庫労働局の委託事業であり、 
社会保険労務士等のアドバイザーが労働時間や雇用管理 
の改善方法、助成金の活用等について無料の出張相談を 
行っている。 

※ご提供いただいた情報は、本セミナー開催の目的以外には一切使用いたしません。 

  本年度より「働き方改革」関連法が順次施行され 
企業においては、法改正に対応した就業規則や、 
賃金規定の見直し等が必要となります。 
 また、昨今の「人材不足」を背景に、人材流出を 
解消するべく取組み、他社との差別化が必要な時代 
とも言えます。 
 
 本セミナーでは「働き方改革」の概要とともに、 
「働き方改革」「人材不足」への企業の対応策を考えます。 
 
 この機会にぜひご受講いただき、企業戦略の一助 
としてご活用いただければ幸いです。 

【プロフィール】 
関西大学卒業後、大手通販会社にて販売・営業部門に 
従事。「日本ソフィアトータルマネジメント」「さくら 
労務管理事務所」を創業後、店舗販売向けの労務管理・ 
販売促進を中心に相談管理を行う。 
各種労務管理研修の他、関連機関誌への執筆、国・各地方 
自治体のプロジェクト参加、就職・研修・講演活動など 
多彩な実績を誇る。 


